
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
帯状フイルムを水平移動 製袋器でもってチューブ化する一方、前記製袋器を通して前
記チューブフイルム内に多数の被包装物を縦列等間隔で搬入すると共に、前記製筒器後方
のベルトコンベヤに搭載して搬出するチューブフイルムを、上下一対の回転シールバーで
挟圧して前記被包装物を隔離シールする製袋充填包装機
　前記ベルトコンベヤ及び回転シールバーを、前記製袋器後端を軸として傾く下降傾斜坂
に配置すると共に、前記ベルトコンベヤ

回転抵抗体を、
前記回転抵抗体の後端と、前記回転シールバーとの間に、被包装物のほぼ１個の長

さに相当する滑り余裕空間を形成する一方、前記被包装物の搬送方向に向けて手前側の被
包装物の滑降を、 制限しながら、前記余裕空
間においては 被
包装物噛み込み防止装置。
【請求項２】
帯状フイルムを水平移動 製袋器でもってチューブ化する一方、前記製袋器を通して前
記チューブフイルム内に多数の被包装物を縦列等間隔で搬入すると共に、前記製筒器後方
の搬送機構でもって搬出する前記チューブフイルムを、上下一対の回転シールバーで挟圧
して被包装物を隔離シールする製袋充填包装機
　前記搬出機構である被包装物搭載用のスライドプレートと前記回転シールバーとを、前
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させ

での噛み込み防止装置であって、

上に、一対のプーリが支持するベルト全面にブラ
シを設けて形成した 被包装物の滑降方向または逆方向に回転するように配
置し、

前記ベルコンベヤと前記回転抵抗体でもって
前記回転シールバーに向けて前方側被包装物の自然滑降を促すようにした

させ

での噛み込み防止装置であって、



記製袋器後端を軸として傾く下降傾斜坂に配置すると共に、
手前側被包装物の両側にサイドベルトを、また同上部に

回転抵抗体をそれぞれ設置す
ると共に、前記回転抵抗体の後端と、前記回転シールバーとの間に、被包装物のほぼ１個
の長さに相当する滑り余裕空間を形成する一方、前記回転抵抗体の、

被包装物の搬送方向に向く手前側被包装物の滑降を制限しな
がら、前記余裕空間において

被包装物噛み込み防止装置。
【請求項３】
　被包装物を支える回転抵抗体の後端と回転シールバー 被包装物滑り余裕空間
の値を、前記回転抵抗体の下降傾斜坂に沿う変位でもって調整する請求項１または２に記
載の装置。
【請求項４】
　被包装物滑り余裕空間域において被包装物の滑降を促すための、被包装物に衝撃を加え
る要素を設置した請求項１または２それぞれに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、横式製袋充填包装機において、クロスシールバーによる被包装物の噛み込みを
防止する装置に関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
貯留軸に支持したロールフイルムから解きほどかれる帯状フイルムを、製筒器を通してチ
ューブ化すると共に、水平方向に連続移動する前記チューブフイルム内に、多数の被包装
物を縦列等間隔で搬入したあと、前記各被包装物間において前記チューブフイルムを上下
一対のシールバーでもってシールカットして、次々と包装体を形成する横式製袋充填包装
機にあっては、チューブフイルム内での被包装物の位置ずれにより、前記のシールバーが
しばしば被包装物を噛むという事故が発生する。例えばインスタント乾燥麺と、その調味
材を収容する小袋とを１ブロックの被包装物とする場合、前者のインスタント乾燥麺が位
置ずれを起こさなくても、後者の計量な小袋は位置ずれを生じやすくシールバーによる噛
み込み被害率が高くなる。
【０００３】
従来かかる問題を解決する手段として、特開平１－３７３０４は、チューブフイルム移送
軌道に設置したセンサーでもってチューブフイルム内の各被包装物ピッチを監視し、許容
値以上の被包装物のピッチ誤差を検出した場合、シールバーの運転を一時停止して位置ず
れ被包装物を未シールのまま通過させる技術を開示するが、結局は前記未シール部分の前
後に２個の開封包装体を形成することになり、製品ロス率が高いという問題がある。
【０００４】
前記とは異なり特開平４－４４９１３は、チューブフイルム移送軌道を隔てて設置するシ
ールバーの接近過程で、これら両シールバーの挟圧力に被包装物の抵抗力が作用すると、
当該両シールバーを速やかに離反して位置ずれ被包装物を未シールのまま通過させる技術
を開示する。しかし当該技術も結局は、前記未シール部分の前後に２個の開封包装体を形
成するし、また柔軟な被包装物の抵抗力は小さく、このためシールバーの挟圧力により潰
されるという問題がある。
【０００５】
【その解決手段】
本発明は包装体の未シールロスをなくすために、帯状フイルムを水平移動し製袋器でもっ
てチューブ化する一方、前記製袋器を通して前記チューブフイルム内に多数の被包装物を
縦列等間隔で搬入すると共に、前記製筒器後方の搬送機構でもって搬出する各被包装物を
一対のシールバーにより隔離シールする製袋充填包装機において、前記搬送機構及びシー
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前記下降傾斜坂における少な
くとも前後２個の被包装物の、 一
対のプーリが支持するベルト全面にブラシを設けて形成した

被包装物の滑降方向
または逆方向に回転でもって

前記回転シールバーに向けて前方側被包装物の自然滑降を促
すようにした

との間の、



ルバーを、前記製袋器後端を軸とする下降傾斜坂に沿って配置すると共に、前記搬送軌道
上域に設置した被包装物支え回転抵抗体の後端と、前記シールバーとの間に、被包装物滑
り余裕空間を形成し構成する。
【０００６】
前記包装機は、フイルムをチューブ化する製筒器後方の、被包装物搬送機構及び前記各被
包装物を隔離するシールバーをそれぞれ、前記製袋器後端を軸とする下降傾斜坂に沿って
配置するので、各被包装物は、前記製筒器から搬出されると同時に下降傾斜坂により前下
がりに傾斜してチューブフイルム内を自然滑降する傾向を強めるが、搬送軌道上域に設置
した被包装物支え回転抵抗体は、被包装物に回転接触して被包装物の自然滑降を抑制する
。そして前記回転抵抗体後端と、前記シールバーとの間の、被包装物滑り余裕空間で被包
装物が前記回転抵抗体から解放されるにおよび該被包装物は前方向に滑り、後方の被包装
物との間隔を広げ、シールスペースを拡大する。
【０００７】
【発明の実施形態】
製袋充填包装機の全体側面図である図２に示すごとく、繰り出しロール１０は、貯留軸１
１にロール巻きした帯状フイルム１２を、一対の引き出しロール１３との共同作用でもっ
て引き出し、水平設置した製筒器２５によりチューブ化１４する一方、前記製筒器入り口
の搬入コンベヤ１５は、各被包装物１６を縦列等間隔で前記チューブフイルム１４内に搬
入し、一対の加熱ロール１７は前記帯状フイルムの両側合掌縁を連続溶着してフイルムを
完全チューブ化する。なお前記の被包装物は転がったり、流れたりする小物集合体ではな
く、ブロック単体あるいは数少ない単体であって、場合によっては脱酸素剤のような付属
品を一体に備えるものも対象とする。
【０００８】
前記製筒器２５の後方に設置するベルトコンベヤ２０は、被包装物搬送方向に向けた前端
２１が、製筒器２５の後端を軸に前下がりに傾いて搬送機構４０を構成する。なおこのベ
ルト２０の傾斜角度は、被包装物１６が自然滑降するか、しないかという程度の数値、要
するにかかる傾斜によって被包装物に滑降付勢力が作用する程度で、ベルト２０の回転振
動によって被包装物１６に滑降作用が発生する程度と考えてよい。つまり被包装物１６を
載置して搬送する前記ベルトコンベヤ２０の上部の載置面を、製筒器１３の後端を軸に前
下がりに傾く下降傾斜坂２２に沿って配置し、その後方に一対の回転シールバー２３、２
４を設置する。このため図３のごとく製袋器２５から搬出される被包装物１６はベルト２
０に傾斜状に載置され、回転する一対のシールバー２３、２４の隔離作用はチューブフイ
ルム１４をシールカットして順次包装体化するのである。
【０００９】
図１のごとくベルトコンベヤ２０の上域に設置する回転抵抗体３０を、一対のプーリ３１
、３２に支持するベルト３３全面にブラシのような抵抗体３４を設けて形成し、前記ベル
ト３３を被包装物１６の移動方向または逆方向に回転するように構成するので、前記抵抗
体３４の被包装物１６への接触作用は該被包装物１６の自然滑降を阻止し、前記回転抵抗
体３０の後端と、シールバー２３との間に形成した被包装物滑り余裕空間３５において、
被包装物１６を前記抵抗体３４から解放して自然滑降を促すのである。なおこの場合、被
包装物滑り余裕空間域３５において前記ベルトコンベヤ２０の下に、星型回転ハンマーの
ごとき、被包装物に衝撃を加える要素３６を設置し、かかる衝撃は図４における乾燥麺の
ごときメーン被包装物１６もそうであるが、特に同封する小袋３９の滑降を促すのに効果
があるものと考える。
【００１０】
　図１の、回転抵抗体３０のプーリ３１、３２を支持するブロックを、スクリュー軸の回
転操作で矢印３７に沿って往復動可能にし、かかる被包装物支え回転抵抗体３０の変位で
もって、被包装物１６の 前記の余裕空間３５の値を調整可能にする
。
【００１１】
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長さの値に対応して、



　図４のごとく製筒器２５の後方出口において被包装物を、両側サイドベルト３８により
挟持して運搬する実施の形態では、図１での ２０を、単なるスライドプレ
ートに取り替えることが可能であり、各被包装物を前記のスライドプレートに沿って搬送
することが可能である。
【００１２】
　本発明は、回転抵抗体後端と、前記シールバーとの間の、被包装物滑り余裕空間で被包
装物を回転抵抗体から解放し、前方向への滑り作用で、後方の被包装物との間隔を広げて
シールスペースを拡大するので、シールバーによる被包装物の噛み込みチャンスは殆ど

、従来の噛み込み防止装置に比べて未シール包装体の発生を防止することが可能に
なる。

【図面の簡単な説明】
【図１】　主要部の側面図
【図２】　装置全体の側面図
【図３】　主要部の作用側面図
【図４】　包装機の平面図
【符号の説明】
１２…帯状フイルム
１４…チューブフイルム
１５…搬入コンベヤ
１６…被包装物
２０…ベルトコンベヤ
２２…下降傾斜坂
２３…シールバー
２５…製筒器
３０…回転抵抗体
３３…ベルト
３４…ブラシ
３５…余裕空間
３６…被包装物に衝撃を加える要素
４０…搬送機構
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ベルトコンベヤ

皆
無化し

つまり滑降により拡大する被包装物後方のシールスペースに、シールバーを食い込
ませると同時に、後方の被包装物を滑降させて後方のシールスペースを、順次拡大するの
である。



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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